


労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
及
び
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

介
護
補
償
給
付
及
び
介
護
給
付
の
限
度
額
等
の
引
き
下
げ

一

常
時
介
護
に
係
る
介
護
補
償
給
付
及
び
介
護
給
付
に
つ
い
て
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
し
た
費
用
が
そ
の
額

を
超
え
る
と
き
に
支
給
す
る
限
度
額
を
、
月
額
十
万
四
千
二
百
九
十
円
（
現
行
十
万
四
千
五
百
三
十
円
）
に
、
介
護
に
要

す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
等
で
あ
っ
て
、
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け

た
日
が
あ
る
と
き
に
支
給
す
る
額
を
、
月
額
五
万
六
千
六
百
円
（
現
行
五
万
六
千
七
百
二
十
円
）
に
改
め
る
こ
と
。

二

随
時
介
護
に
係
る
介
護
補
償
給
付
及
び
介
護
給
付
に
つ
い
て
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
し
た
費
用
が
そ
の
額

を
超
え
る
と
き
に
支
給
す
る
限
度
額
を
、
月
額
五
万
二
千
百
五
十
円
（
現
行
五
万
二
千
二
百
七
十
円
）
に
、
介
護
に
要
す

る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
等
で
あ
っ
て
、
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た

日
が
あ
る
と
き
に
支
給
す
る
額
を
、
月
額
二
万
八
千
三
百
円
（
現
行
二
万
八
千
三
百
六
十
円
）
に
改
め
る
こ
と
。

第
二

介
護
料
の
引
き
下
げ

炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
つ
い
て
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
基
づ
く
療
養
補
償
給
付
を
受
け
て
い
る
者

別
紙



で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
も
の
に
支
給
す
る
介
護
料
の
額
を
、
介
護
の
程
度
に
応
じ
て
月
額
五
万
六
千
六
百
円
、

四
万
二
千
四
百
五
十
円
又
は
二
万
八
千
三
百
円
（
現
行
五
万
六
千
七
百
二
十
円
、
四
万
二
千
五
百
四
十
円
又
は
二
万
八
千
三

百
六
十
円
）
に
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
し
た
費
用
が
こ
れ
を
超
え
る
と
き
に
支
給
す
る
限
度
額
を
、
介
護
の
程

度
に
応
じ
て
月
額
十
万
四
千
二
百
九
十
円
、
七
万
八
千
二
百
二
十
円
又
は
五
万
二
千
百
五
十
円
（
現
行
十
万
四
千
五
百
三
十

円
、
七
万
八
千
四
百
円
又
は
五
万
二
千
二
百
七
十
円
）
に
改
め
る
こ
と
。

第
三

障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
年
金
受
給
権
者
の
定
期
報
告
に
係
る
住
民
票
の
写
し
又
は
戸
籍
の
抄
本
の
添
付
省
略

障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
年
金
の
受
給
権
者
が
定
期
報
告
を
行
う
に
当
た
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
受
給
権
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供

を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
住
民
票
の
写
し
又
は
戸
籍
の
抄
本
を
添
付
を
省
略
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
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